
 

公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金  令和８年度 事業計画 

 

Ⅰ 農林漁業の人材確保・育成対策 
 

１．基金事業 
 
新たに農林漁業に従事しようと希望する者や、既に従事している青年等に対して、次の事業による支

援を行い、将来の地域を担う農林漁業担い手の確保・育成を推進する。事業の推進については「農林漁

業への入口対策」、「定着対策」と農林漁業の担い手の確保・育成が円滑に進む体系とし、事業を実施

する。 
 

（１） 農林漁業への入口対策 

事 業 名 事 業 内 容 

 

 

 

 

 

① 農 林 漁 業 体 験 

交 流 Ｐ Ｒ 事 業    

 

 

 

 

 
農林漁業の担い手の確保のため、農林漁業担い手グループが行う体験交流

等の PR活動に対して助成を行う事業。具体的には、農林漁業担い手グループ

が行う農林漁業の理解を深めその魅力にふれ、将来の農林漁業の担い手の確

保につながるイベント開催や体験交流活動開催等の PR 活動に対して助成す

る。また、将来の担い手の育成という観点から、小中学生に対する体験授業

等の活動についても助成対象とする。 

 この事業により、農林漁業を広く PRする活動を促進し、農林漁業の担い手

確保につなげる。 

 

    PR活動助成     @50,000円    

 

 

 

② 水田農業雇用就農 

サポート事業 

 
 雇用就農による土地利用型農業の人材の確保・育成を図るための研修を行

う農業法人等に対して、助成を行う事業。具体的には、農業法人が雇用就農

に向けて研修生を受け入れ、年間を通じて行う研修に必要な経費等について

助成する。 

この事業により、土地利用型農業経営における雇用就農者確保につなげる。 

 

水田農業雇用就農サポート助成    @100,000円   

 

（２） 就業後の定着対策 

事 業 名 事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

③ 担い手等組織活動           

   推 進 事 業   

 

 

 

 

 

 
  農林漁業担い手が組織する広域グループで、農林漁業の技術・経営等の向

上を目指し活動を行うグループに助成を行う。具体的には、グループ員が直

面する様々な経営課題を克服しようと取り組む活動や相互の経営発展のため

グループ員が協力して行う勉強会・先進地視察研修等を行うグループに対し

て助成する。 

 この事業により、仲間づくりを通じた経営改善を促進し、農林漁業担い手

の就業定着・地域発展に結びつける。 

 
      滋 賀 県 指 導 農 業 士 会                 

   滋賀県青年農業者クラブ連絡協議会   
      水 産 後 継 者 連 絡 協 議 会                            （@100,000円） 

      滋賀県林業研究グループ連絡協議会 

      湖 北 養 蚕 振 興 推 進 協 議 会                 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 経営改善奨励事業  

 

 

 

 

 
  農林漁業担い手の経営改善に資するための研究活動や経営環境改善活動に
対し助成する。研究活動助成の具体的内容は、それぞれの直面する経営課題
を克服し、経営発展につなげようという活動や経営発展の手法を探ろうと調
査研究する活動を行う個人・グループに対し助成するとともに、研究活動ス
キルアップのためのセミナー等への参加費の助成を行う（研究活動奨励事
業）。経営環境改善活動の具体的内容は、豊かな農林水産資源確保等のため
の経営環境整備活動や農林漁業就業における安全な労働環境整備のための活
動等に対して助成する（経営環境整備活動奨励事業）。この事業により、よ
りよい経営環境を整備しさらなる経営発展につなげる。 
 
 ・研究活動奨励事業助成    
    研究助成 個  人       @20,000円 

       研究助成 グル－プ       @30,000円       
          研究情報収集活動助成      @20,000円          
          研究情報収集活動発表助成  @25,000円 
  
 ・経営環境整備活動事業助成     
          グループ    @80,000円   
 

 

 

２．青年農業者等育成事業 
  

新たに農業に従事しようと希望する者や、既に従事している青年等に対して、次の事業による支援を

行い、将来の地域を担う農業の担い手の確保・育成を推進する。事業の推進については「農林漁業への

入口対策」、「就業対策」、「定着対策」と農林漁業の担い手の確保・育成が円滑に進む体系とし、事

業を実施する。 
 
（１） 農林漁業への入口対策 

事 業 名 事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 就 農 相 談 活 動 

 

 

 
[就農相談活動] 
 
  新規就農希望者の就農促進を図るため、就農相談員を設置し、相談活動
を実施する。就農相談の具体的手法は、新規就農促進パンフレット等を活
用しながら、電話での相談、直接面談しての相談、オンラインによる相談
、相談会にブース出展しての相談等により行う。また、農地確保支援活動
により関係機関と連携し、新規就農希望者と農地提供者のマッチングを図
り、具体的な就農相談活動を行うなど、広く新規に農業を行いたいという
者を誘導していくものである。 
 
 ・就農相談員の設置 1名    就農相談目標件数 年130件 
 ・就農希望青年等に対する就農関連情報等の提供、相談活動の実施 
 ・関係機関、団体への就農関連情報等の提供 
 ・現地実態調査、就農関連情報等の提供先に対する指導、助言 
 ・就農啓発、就農相談資料の作成 
 
 
 [無料職業紹介活動] 
 
農業法人等への就農希望者および求人希望農業法人等の情報を収集・蓄

積し、希望者への職業紹介活動を行う。 
 

 
 [農業体験受入支援] 
 
  新規就農希望者が、農業の現場を肌で感じ、農業の知見を深め農業適性を

確認する機会の提供として、県内のプロ農家での農業体験受入支援を行う。 
 
・農業体験受入に対する支援  10 回 

 



 

 

 

 

 

② 滋賀県農業の最前線   

体 感 講 座 開 催 事 業 

 

 

 

 

 学生の農業分野での就業意欲喚起のため、県内の農学系大学の学生を対

象に、滋賀県農業の現場や、そこで働く魅力を体感してもらう講座を開催

する。具体的には、県内の農業経営者や流通販売等の関連産業従事者を講

師に、座学による農業の最先端の現場を学ぶセミナーを行う。 

 

  ・滋賀県農業の最前線体感講座   年5回 開催 
  ・現場を学ぶバスセミナー   年1回 開催 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
③ しがの農林水産業就業  

フ ェ ア 等 開 催 事 業 

  
 
農林漁業の担い手確保のため、農林漁業への就業・就職を希望する者に

対する相談会を開催する。この相談会については、農林漁業外からの新規
参入希望者がすぐに自立して農林漁業を開始するのは困難であるため、農
林漁業の法人等への就職の後、独立等を目指す求職希望者と、求人意向の
ある農林漁業の法人等とのマッチングの場となるよう開催する。 
  また、具体的な就農につながるよう農業経営者による農業の魅力を発信
するプレゼンテーションを同時に開催する。 
 
  ・農林漁業版会社説明会 
  ・農林漁業就業相談会                      年1回 開催 
  ・農業の魅力を発信するプレゼンテーション 
  ・新規就農相談フェアへの参加   年 1 回 
 
 

 
 
 

（２） 就業対策 

事 業 名 事 業 内 容 

 
 
 
 
 
④ 就農準備講座開催事業  
 
 

 
   
就農希望者を対象に、農業の基礎や現状、就農に必要な知識を総合的，

体系的に習得できるよう就農準備講座を開催する。具体的には、「新規就
農の現状，課題」、「新規就農者の育成方策」、「新規就農者の体験談」
、「農地・資金の確保」等のカリキュラムで講座を開催し、就農に必要な
基礎知識の習得により、将来の就農に備えてもらおうというもの。 
 
  ・就農準備講座   年 2 回 開催 
 
 

 
 
 
 
 
⑤ 就農準備資金交付事業  
 

 
  
 農業技術および経営ノウハウの習得のための研修に専念する就農希望者
の生活を支援し、将来の農業の担い手確保のため、資金を交付する事業。
具体的には、将来、独立・自営就農または雇用就農、親元就農を目指す就
農希望者が農業経営者育成教育機関や先進農家で研修を行う場合、当該研
修に専念できるよう資金を交付する。 
 
 ・就農準備資金交付 
 ・研修状況，就農状況の確認 
 ・事業説明会等ＰＲ活動 
 
 

 
 
 



 

（３） 定着対策 

事 業 名 事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 青年農業者の研究・交流

活動事業  

 

 

 

 

 

  
 [青年農業者の研究活動事業] 
 
本県農業の次代を担う青年農業者が、経営上当面する課題克服や経営・

技術の向上を目指して実践したプロジェクト活動の成果を地域、県域で発

表し、互いの知識・技術のより一層の向上を図るとともに、連帯意識を高

めることを目的として実施する。また、全国・近畿地域段階で開催される

農業青年交換大会に農業青年クラブ員等を派遣する。これらの活動により

、青年農業者の経営改善・経営発展を促進する。 
 
 ・プロジェクト発表大会（地域）   7地域で開催 

 ・プロジェクト発表大会（県域）   年1回 開催 

 ・全国，近畿地域プロジェクト発表大会への派遣 
 
 

  
 [青年農業者の交流活動事業] 
 
青年農業者が自主的、主体的に行う広域的、多角的な交流活動を通じて農
業に対する自信と誇りを培うとともに、農業を取り巻く諸問題や新規就農
を促進する方策を検討し、青年農業者の確保育成を図るため、県内 7地域
の青年農業者クラブが行う下記の交流会事業について支援する。 
 
 ・就農希望者・青年農業者交流会 
 ・都市青年，消費者等交流会 
 ・異業種交流会 
 ・先進的産地等交流会 

・青年農業者交流会 
  

 

 

 

 

 

⑦ 農 業 経 営 支 援  

アドバイザー派遣業務           

 

 

 

 

 

 農業経営の法人化、販路開拓、農業経営体の組織体制づくり等の経営課

題を抱える農業者や雇用労働力導入や六次産業化の取り組み等の新たな経

営展開を目指す農業者に対し、専門知識を有するアドバイザーを派遣し個

別相談を行う「しがの農業経営就農支援センター」の運営業務を行う。 

 

  ・農業経営支援アドバイザーの派遣     派遣回数 68回  
（個別 50回、経営セミナー等18回） 

  ・経営支援会議の開催                 開催回数 10回 

  ・専門家による経営診断           診断件数 10 件 
 

 

 

 

 

⑧ 就農支援資金貸付事業 

 

 

  平成 24 年に廃止の「青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する

特別措置法」に基づき貸付された就農支援資金（就農施設等資金）の償還

を行うＪＡへの支援を行う。 
 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 農地保有合理化対策 

１．農地中間管理事業 

市町が作成する「目標地図」を含む「地域計画」等に基づき、農地の権利設定を行う。これにより、農  

業経営の規模拡大、分散錯圃の解消と農地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等に 

よる農用地の利用の効率化および高度化の促進を推進する。 

 

事 業 名 事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地中間管理事業 

① 農地の集積集約化の促進（賃貸および使用貸借） 

     市町が作成する農地一筆ごとに利用する農業者を記した「目標地図」 
を含む「地域計画」等に基づき、担い手等への農地の権利設定等を行い 
農地の集積集約化を促進する。 
・農用地利用集積等促進計画による農地の貸し借り 
・申請書の受付事務は、市町に委託 

② 農地中間管理権を有する農地の管理 

・賃料の収受、支払い事務 
※ 未払賃料の回収、地権者の死亡等による賃料支払い困難事象

への対応等を含む 
・耕作者の変更等による契約変更、賃料変更、相続等による名義変

更および経営継承等の手続き 
③ 遊休農地解消対策 

     ・遊休農地解消対策事業を活用した遊休農地の整備および貸し付け 
④ 所有者等不明農地および共有者不明農地の借受け、貸付け対策 

ア 耕作予定者がいる場合に、農業委員会による探索の等で所有者等が誰

一人確知できない農地（所有者等不明農地）について、知事の裁定を受

け当該農地の利用権を取得して、耕作予定者に貸し付ける。 
イ 貸付け意向があるが、２分の１を超える共有者が確知出来ず、貸付け

が困難な農地について、農業委員会の探索や公示手続きを経て、耕作予

定者に貸し付ける。 
 

 

 

２．農地売買等事業 

市町が作成する「目標地図」を含む「地域計画」等に基づき、農地の売買を行う。これにより、農業経  

営の規模拡大、分散錯圃の解消と農地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による  

農用地の利用の効率化および高度化の促進を推進する。 

 

事 業 名 事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

農地売買等事業 

① 農地の集積集約化の促進（売買） 

      市町が作成する農地一筆ごとに利用する農業者を記した「目標地図」 
を含む「地域計画」等に基づき、担い手等への農地の売買を行い、農地

の集積集約化を促進する。 

・農用地利用集積等促進計画による売買 
・申請書の受付事務は、市町に委託 

② 代位登記 
    ・（一社）滋賀県公共嘱託登記司法書士協会に委託 

 

※ 当該事業の運営は、補助金および農用地の売買差額により運営する。 

買入額 ： 売買希望額から事務経費（５万円＋売買希望額の

１％）を差し引く 
売渡額 ： 売買希望額に事務経費（５万円）を加える 

   



（単位：円）

基金事業・
青年農業者等育成事業

農地中間管理事業 農地売買等事業

Ⅰ一般正味財産増減の部

　1.経常増減の部

　　（１）経常収益

　　　　基本財産等運用益 4,674,000 4,674,000 9,348,000
　　　　特定資産運用益 360,000 360,000
　　　　受取補助金等 54,051,000 116,090,000 1,056,000 171,197,000
        農地賃貸収入 942,000,000 942,000,000
        農地売渡収入 102,500,000 102,500,000
　　　　受取負担金等 100,000 100,000
　　　　受取寄附金 50,000 50,000 100,000
　　　　雑収益 20,000 90,000 10,000 30,000 150,000

経常収益合計 59,255,000 1,058,180,000 103,566,000 4,754,000 0 1,225,755,000
　　（２）経常費用

      ①事業費

　　　　　賃金 7,865,000 60,530,000 68,395,000
　　　　　福利厚生費 1,287,000 9,794,000 11,081,000
　　　　　通勤費 274,000 1,716,000 1,990,000
　　　　　給与負担金 4,410,000 315,000 1,260,000 5,985,000
　　　　　人材派遣費 3,420,000 3,150,000 6,570,000
　　　　　会議費 1,000 1,000
　　　　　旅費交通費 485,000 610,000 1,095,000
　　　　　通信運搬費 355,000 6,971,000 20,000 7,346,000
　　　　　支払保険料 5,000 5,000
　　　　　修繕費 1,700,000 1,700,000
　　　　　消耗什器備品費 0
　　　　　消耗品費 253,000 2,266,000 2,519,000
　　　　　印刷製本費 488,000 2,010,000 2,498,000
　　　　　賃借料 1,335,000 8,531,000 9,866,000
　　　　　諸謝金 4,182,000 50,000 4,232,000
　　　　　支払助成金 2,110,000 2,110,000
　　　　　表彰費 15,000 15,000
　　　　　情報発信費 880,000 880,000
　　　　　就農支援資金貸付推進事務費 30,000 30,000
　　　　　雑費 15,000 12,000 27,000
           租税公課 50,000 50,000
           就農準備資金交付費 34,650,000 34,650,000
　　　　  農地中間管理料 200,000 200,000
           農地賃借料 942,000,000 942,000,000
           遊休農地解消対策事業費 2,580,000 2,580,000
           農地売渡原価 96,500,000 96,500,000
　　　　　推進事務業務委託費 12,400,000 30,000 12,430,000
　　　　　登録手続委託費 2,550,000 2,550,000
　　　　　支払手数料 231,000 3,075,000 30,000 3,336,000
　　　　  活動負担金 581,000 581,000
　　　　  大会派遣負担金 15,000 15,000

　　　②管理費

　　　　　賃金 1,765,000 1,765,000
　　　　　福利厚生費 300,000 300,000
　　　　　通勤費 73,000 73,000
　　　　　給与負担金 315,000 315,000
　　　　　会議費 56,000 56,000
　　　　　旅費交通費 20,000 20,000
　　　　　通信運搬費 85,000 85,000
　　　　　減価償却費 0
　　　　　消耗品費 60,000 60,000
　　　　　印刷製本費 100,000 100,000
　　　　　賃借料 840,000 840,000
　　　　　修繕費 80,000 80,000
　　　　　協会負担金 270,000 270,000
　　　　　支払手数料 20,000 20,000
　　　　　決算等相談料等 160,000 160,000
　　　　　雑費 10,000 10,000
経常費用合計 59,467,000 1,058,180,000 103,590,000 4,154,000 0 1,225,391,000
当期経常増減額 △ 212,000 0 △ 24,000 600,000 0 364,000
　2.経常外増減の部

　　（１）経常外収益

経常外収益計

　　（2）経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

他会計振替額

当期一般正味財産増減額 △ 212,000 0 △ 24,000 600,000 0 364,000
一般正味財産期首残高 30,829,362 195,522 13,510 13,280,951 0 44,319,345
一般正味財産期末残高 30,617,362 195,522 △ 10,490 13,880,951 0 44,683,345

Ⅱ指定正味財産増減の部

（１）基本財産等運用益

　　　基本財産等受取利息 4,674,000 4,674,000 9,348,000
（２）受取寄附金 50,000 50,000 100,000
（３）基本財産評価益 △ 25,000,000 0 0 △ 25,000,000 △ 50,000,000

    （４）一般正味財産への振替額 △ 4,724,000 △ 4,724,000 △ 9,448,000
当期指定正味財産増減額 △ 25,000,000 0 0 △ 25,000,000 △ 50,000,000
指定正味財産期首残高 239,772,392 0 0 239,772,401 479,544,793
指定正味財産期末残高 214,772,392 0 0 214,772,401 429,544,793

Ⅲ正味財産期末残高 245,389,754 195,522 △ 10,490 228,653,352 0 474,228,138

正味財産増減予算書内訳表

2026年4月1日から2027年3月31日まで

公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金

勘定科目 法人会計 内部取引消去 合計



資金調達および設備投資の見込み

年 月 日から 年 月 日まで2026 4 1 2027 3 31

公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金

（１） 資金調達の見込み

借入予定 無

事業番号 借入先 金額 使途

円0

公１

円0

（２） 設備投資の見込み

借入予定 無

事業番号 借入先 金額 使途

円0
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